
【受付期間】 【受付時間・場所】
月～金曜日　8：30～17：00 各保育園、児童福祉課
土　曜　日　8：30～13：00 各保育園

地区　　保　　育　　園　　名　　  住　　　　所　　電話番号　定員（人）　  受け入れ年齢 

は私立 

　第 一 保 育 園  
（平成16年9月まで仮園舎） 

第 二 保 育 園  
第 三 保 育 園  
柏 原 保 育 園  
杉 の 木 保 育 園  
広 見 保 育 園  
中 野 保 育 園  
伝 法 保 育 園  
緑 ヶ 丘 保 育 園  
ひ な 保 育 園  
中 里 保 育 園  
愛 生 保 育 園  

　富士見台リズム保育園 
（平成16年4月1日移転予定） 

蓼 原 保 育 園  
南 保 育 園  
浜 保 育 園  
な か じ ま 保 育 園  
岩 本 保 育 園  
森 島 保 育 園  
富 士さくら保育園  
え の き 保 育 園  
富 士 保 育 園  
岩 松 保 育 園  
み ど り ご 保 育 園  
松 岡 保 育 園  
わ か く さ 保 育 園  
鷹 岡 保 育 園  
厚 原 保 育 園  
浅 間 保 育 園  
て ん ま 保 育 園  
富 士わかば保育園  

中央町2丁目8 52-1707 90

90今泉4丁目3-11 52-2314
原田1150-1 52-2236 60
沼田新田147-3 33-1234 60 産休明けから 
伝法2837 51-0285 120
大淵36-10 36-2670 120
大淵2814 35-0189 60
伝法1707-6 52-1317 200 5か月から 

3か月から 

今泉2147-1 52-3195 90
比奈1547 34-0531 90

産休明けから 

中里144-15 34-2471 90
境655 38-0768 120
  原田2244-9 
（移転先:比奈2488-1） 21-0814 200

産休明けから 

蓼原868-7 61-0683 90
横割1丁目9-28 61-2193 130
鮫島592-10 61-0200 60 1歳児から 
中島268-2 61-1420 120 産休明けから 

産休明けから 

岩本581-33 61-8882 60
森島160-1 63-0925 80

1歳児から 

蓼原113-14 64-3033 30 産休明け～ 
　年少（3歳児）未満 青葉町566 61-8003 30

八幡町3-4 61-0064 150 3か月から 
松岡834 63-5406 60
岩本2035 61-2381 120
松岡1524-3 63-1324 120
五貫島704-221 63-5596 60

産休明けから 

産休明けから 
久沢256-1 71-3639 90
厚原754-1 71-1577 120
入山瀬4丁目9-3 71-3940 90
天間63 71-7839 60

60天間1598-3 71-7716
産休明けから 

吉
　
　
原
　
　
地
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富
　
　
士
　
　
地
　
　
区 

鷹
岡
地
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1歳児から 

 

＊
受
け
入
れ
年
齢
の
「
一
歳
児
」
と
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日

現
在
で
一
歳
に
な
っ
て
い
る
児
童
の
こ
と
で
す
。

＊
開
園
時
間
に
つ
い
て
は
、
入
所
申
込
書
と
一
緒
に
配
布
す
る
入

園
案
内
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（ 9 ）

★
申
し
込
み

入
所
申
込
書
を
、
公
立
・
私
立
と
も
各
保

育
園
ま
た
は
児
童
福
祉
課
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
（
入
園
案
内
及
び
申
込
書
は
各
保
育
園
、

児
童
福
祉
課
に
あ
り
ま
す
）。
な
お
、
十
一
月

十
一
日
以
降
に
申
し
込
み
を
さ
れ
る
場
合
は
、

児
童
福
祉
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

＊
保
育
園
の
定
員
に
余
裕
が
な
い
と
き
は
、

第
一
希
望
の
保
育
園
に
入
園
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
第
三
希
望
ま

で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

★
入
園
で
き
る
基
準

①
保
護
者
が
昼
間
、
外
で
仕
事
を
し
て
い
る

（
月
十
六
日
以
上
で
、
一
日
四
時
間
以
上

の
勤
務
）

②
保
護
者
が
昼
間
、
家
庭
で
家
事
以
外
の
仕

事
を
し
て
い
る
（
内
職
で
は
、
月
一
万
五

千
円
以
上
の
収
入
が
あ
る
）

③
母
親
が
出
産
の
前
後
で
あ
る
（
出
産
前
後

各
三
か
月
）

④
保
護
者
が
病
気
で
あ
っ
た
り
、
心
身
に
障

害
が
あ
っ
た
り
す
る

⑤
家
庭
に
、
長
期
に
わ
た
る
病
人
や
心
身
に

障
害
の
あ
る
人
が
い
て
、
保
護
者
が
そ
の

看
護
に
当
た
っ
て
い
る

⑥
火
災
、
風
水
害
な
ど
の
復
旧
に
当
た
っ
て

い
る

⑦
前
記
以
外
に
明
ら
か
に
児
童
の
保
育
が
で

き
な
い
と
市
長
が
判
断
し
た
場
合

＊
入
園
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
家
庭
で
保
育

が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
場
合
は
、
退
園

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

★
保
育
料

保
育
料
は
、
父
母
ま
た
は
そ
の
世
帯
の
主

た
る
生
計
維
持
者
で
あ
る
祖
父
母
な
ど
の
前

年
の
所
得
税
、
前
年
度
市
民
税
に
よ
り
決
定

し
ま
す
。

公
立
・
私
立
保
育
園
の
一
覧

問い合わせ

児童福祉課

155-2762


